
 

           事 務 連 絡 

      令和７年３月１９日 

会員事業者 各位 

 

（公社）沖縄県トラック協会 

               （ 公 印 省 略 ） 

 

国土交通省からの「標準的な運賃に係る実態調査」実施に係る協力依頼について 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当協会の業務運営にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、国土交通省では令和 2 年 4 月に告示された「標準的な運賃」告示制度の浸透・

活用状況等の実態を把握するため、貨物自動車運送事業者を対象としたＷＥＢ調査を

実施することを受け、別添のとおり全日本トラック協会より当協会への協力依頼があ

りました。 

皆様の「標準的な運賃の水準の運賃収受ができていない」あるいは「荷主からの価

格転嫁が進んでいない」等の声を国に訴える重要な調査となります。 

つきましては、業務ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、ご協力いただきま

すようお願い申し上げます。 

                                       敬具 

１．アンケート調査方法 

アンケートはＷＥＢ調査です。以下ＵＲＬの回答フォームから送信をお願いいたします。 

（ＵＲＬ）https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/truck/2025/ 

※全ト協ホームページ、沖ト協ホームページにも本案内および上記 URL を掲載しており

ます。 

 

 

２．回答期限 

令和７年３月２８日（金）まで 

 ※なお、回答期限以降も当面の間、回答フォームは閉鎖せず、回答可能な状態とするとの

ことです。 

 

〈お問合せ先〉 

（公社）沖縄県トラック協会 適正化事業課 TEL：098-863-0280 

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/truck/2025/

